
車力・稲垣地区　診療所送迎バスの一部変更
　車力・稲垣地区と市民診療所を結ぶ送迎バスについて、「かなぎ病院」を経由して運行しておりましたが、
利用者が少ないことなどから、4月 1 日より「かなぎ病院」を経由しない経路に変更となりますのでお知らせ
します（交通事情や診療状況により発着時間に変更が生じる場合があります）。

車力・稲垣地区送迎バス時刻表（平成27年 4 月 1 日より）

弘南バス鶴田線の減便運行について
　利用者の減少に伴い、 4月 1日より弘南バス鶴田線（五所川原営業所～柏地区～鶴田町鶴遊館）が 1日 3往
復へ減便となります。

1日 3往復毎日運行となります。詳細な時刻表については弘南バスより 3月下旬に公表される予定です。

【問い合わせ先】弘南バス株式会社　五所川原駅前案内所　電話35－9121

行　　き

「鶴田町鶴遊館」発 「柏支所」発 「五所川原営業所」着

7 ：10 7 ：31 8 ：00

13：15 13：36 14：05

18：15 18：36 19：05

帰　　り

「五所川原営業所」発 「柏支所」発 「鶴田町鶴遊館」着

8 ：15 8 ：41 9 ：10

12：10 12：36 13：05

17：10 17：36 18：05

【問い合わせ先】市民診療所　電話42－3111

行　　き

車力・稲垣地区
※水・金曜日運行 発着時間

清 水 福 祉 会 館 7：30

深 沢 バ ス 停 7：32

権 現 バ ス 停 7：34

富 萢 バ ス 停 7：36

豊 富 バ ス 停 7：40

し ゃ り き 温 泉 前 7：48

蝦 名 商 店 前 7：54

旧 下繁田小学校前 7：58

船 越 バ ス 停 8：00

繁 田 バ ス 停 8：03

家 調 バ ス 停 8：07

穂 積 バ ス 停 8：11

細 沼 バ ス 停 8：15

元 増 バ ス 停 8：18

稲 垣 出 張 所 前 8：20

青森クボタ営業所前 8：21

つがる市民診療所着 8：40

帰　　り

車力・稲垣地区
※水・金曜日運行 発着時間

つがる市民診療所発 13：00

青森クボタ営業所前 13：19

稲 垣 出 張 所 前 13：20

元 増 バ ス 停 13：22

細 沼 バ ス 停 13：25

穂 積 バ ス 停 13：29

家 調 バ ス 停 13：33

繁 田 バ ス 停 13：37

船 越 バ ス 停 13：40

旧 下繁田小学校前 13：42

蝦 名 商 店 前 13：46

し ゃ り き 温 泉 前 13：52

豊 富 バ ス 停 14：00

富 萢 バ ス 停 14：04

権 現 バ ス 停 14：06

深 沢 バ ス 停 14：08

清 水 福 祉 会 館 14：10
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オリジナル・ナンバープレートを交付します
　市では、市制施行10周年を記念して、市のマスコットキャラクター「つがーるちゃん」をデザインしたご当
地ナンバープレートを 4月 1日から希望者に交付します。新規登録や名義変更に伴う登録のほか、現在使用中
のナンバープレートからの交換も受け付けます。

交付場所、交付開始日、交付枚数

交付場所 交付開始日
交付枚数

原付一種
50㏄以下

原付二種（乙）
50～90㏄

原付二種（甲）
90～125㏄ 小型特殊自動車

市役所 4月 1日㈬ 8：30～ 350枚 70枚 70枚 210枚
すまいるプラザ 4月 2日㈭ 10：00～ 50枚 10枚 10枚 30枚
稲垣出張所 4月 2日㈭ 8：30～ 50枚 10枚 10枚 30枚
車力出張所 4月 2日㈭ 8：30～ 50枚 10枚 10枚 30枚

計500枚 計100枚 計100枚 計300枚
手　数　料
　無料　※紛失、破損等の場合は市税条例に基づき有料（100円）になります。
申請書類等
　【新規登録、名義変更】
　　所有者・申請者の印鑑、販売証明書または譲渡証明書
　【ナンバープレートの交換】
　　印鑑、現在使用しているナンバープレート、標識交付申請書（車台番号がわかるもので代用可）
　　※ 加入している自賠責保険等の変更手続きが必要となる場合があります。詳しくは加入している保険会社

にお問い合わせください。
注 意 事 項
①ナンバープレートの希望番号は選べません。
②ナンバープレートの取り置き（電話での予約や書類不備による再申請など）は行いません。
③各交付場所にて先着順に交付します。
④オリジナル・ナンバープレート交付期間中でも、従来のナンバープレートを選ぶことができます。
⑤オリジナル・ナンバープレートの予定枚数交付終了後は、従来のナンバープレートを交付します。
お　願　い
　交付当初は混雑が予想されます。事前に標識交付申請書に必要事項を記入し、スムーズな交付事務にご協
力ください。

※ダウンロードはこちらから
軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書
http: ⁄⁄www.city. tsugaru.aomori. jp ⁄hokenzei ⁄fi le ⁄keiji-sinkoku-26.pdf

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
http: ⁄⁄www.city. tsugaru.aomori. jp ⁄hokenzei ⁄fi le ⁄keiji-haisha-25.pdf

【問い合わせ先】税務課　電話42－2111（内線212・214）

期限付臨時職員（大型バス
運 転 手）を募集します

●応募方法
　 　履歴書 1部（市販の用紙を使用・写真貼付）、
運転免許証の写しを下記へ郵送または持参して
ください。

●受付期間
　 3 月12日㈭～ 3月19日㈭　 8時30分～17時15分
郵送の場合は 3月19日必着

●面接予定日　 3月23日㈪（市役所）

募集人員 1人

応募資格 つがる市に住所を有し、かつ居住している方
大型自動車運転免許証を取得している方

勤務場所 つがる市役所
勤務内容 大型バスの運転および管理
勤 務 日 土日・祝日・年末年始の休日を除く日
勤務時間 8時30分～16時30分
雇用期間 平成27年 4 月 1 日～平成28年 3 月31日
賃　　金 時給1，000円

【提出・問い合わせ先】〒038－3192　つがる市役所　管財課　電話42－2111（内線334）
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家具の移動は当店におまかせ下さい!

１枚だけのご注文も喜んで!

サンプル持参でお見積り

これを機会にお部屋の模様替えをどうぞ!

仕事の大小にかかわらず、丁寧がモットーです。

見て、触って、納得!

光代行も
よろしく 0173-34-9871
FAX専用 0173-23-4012

みどりにパワーを 1t＝1,000円より
販売しています

有限会社光 堆肥センター
（旧つがる市農業開発公社）

住所が変わったら、住民異動の届出をしてください
●届出人は本人または同一世帯員（同一世帯でない方が届出をする場合は、委任状が必要です）
● 届出人の本人確認をいたします。（本人確認書類は、運転免許証・旅券（パスポート）・住民基本台帳カード・
年金手帳・身障者手帳・保険証・預金通帳・身分証明書・社員証など）

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出場所

転入届
他市町村からつがる
市へ住所を移したと
き

転入した日から
14日以内に

•印鑑
•転出証明書（前住所地の市町村で発行したもの）
•住民基本台帳カード（交付を受けている方のみ）
•国民年金手帳（加入者のみ）
•介護保険受給資格者証（該当者のみ）

市役所市民課
稲垣出張所
車力出張所

転居届
つがる市内で住所を
移したとき

転居してから
14日以内に

•印鑑
交付を受けている方のみ
╭•国民健康保険被保険者証
▏•後期高齢者医療被保険者証
▏•介護保険被保険者証
╰•住民基本台帳カード

転出届
つがる市から他市町
村へ住所を移すとき

転出する前に

•印鑑
交付を受けている方のみ
╭•印鑑登録証
▏•国民健康保険被保険者証
▏•後期高齢者医療被保険者証
▏•介護保険被保険者証
╰•住民基本台帳カード

世帯変更届
世帯主変更
世帯合併
世帯分離

変更があった日
から14日以内に

•印鑑
交付を受けている方のみ
╭•国民健康保険被保険者証
▏•後期高齢者医療被保険者証
╰•介護保険被保険者証

【住民基本台帳カードの継続利用について】
　住民基本台帳カードをお持ちの方が自治体を越えて引っ越しをしても、手続きをすれば住基カードを継続して
利用することができます。ただし、下記に該当する場合は、カード
が失効し、継続利用ができなくなります。
•転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
•転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
• 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかっ
た場合
•カードの有効期限が切れている場合
•国外へ転出される場合

　住民基本台帳カードを継続して利用するため、転入等住所異動の届出は、14日以内に必ずお届けください。

【問い合わせ先】市民課　電話42－2111（内線262・265）
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つがる市柏広須藤枝10-2
長福寺向かい 電話25-2534

なるみ福祉タクシーなるみ福祉タクシー
病院、買い物、
娯楽などを
送迎します

広　　　　告

国民年金保険料額が変わります
　平成27年度の保険料月額は、15，590円　となります。
　納付書（現金）での納付は、翌月末日（納付期限）までに納めますが、前納することで
割引されます。

平成27年度における前納額
○ 6カ月前納（平成27年 4 月～ 9月分、平成27年10月～平成27年 3 月分）
•口座振替の場合　92，480円（毎月納める場合より1，060円の割引）
•現金納付の場合　92，780円（毎月納める場合より　760円の割引）
○ 1年前納　（平成27年 4 月～平成28年 3 月分）
•口座振替の場合 183，160円（毎月納める場合より3，920円の割引）
•現金納付の場合 183，760円（毎月納める場合より3，320円の割引）
※ 口座振替希望の方は、預金通帳、口座登録印、基礎年金番号のわかるものを持参の上、金融機関または下
記の問い合わせ先で手続きをしてください。

学生納付特例制度（学生免除）を受けていた方へ
　 3 月で学生免除を終えられた方は 4 月から 6 月まで一般免除を受けることもできます（所得審査あり）。
また、 4月から厚生年金に加入した方は、保険証等厚生年金加入日を確認できるものをお持ちの上、手続き
をしてください。

移動年金相談日　日時　毎月第 4水曜日午前10時～午後 3時（ 3 /25 4 /22 5 /27 6 /24）
　　　　　　　　場所　つがる市役所 2階相談室　※事前の予約が必要です。
　　　　　　　　弘前年金事務所　お客様相談室　電話0172－27－1309

【問い合わせ先】市役所市民課　電話42－2111（内線261・267）　稲垣出張所　電話46－2111
　　　　　　　 車力出張所　電話56－2111　　弘前年金事務所　電話0172－27－1337

ごみ搬入手続きの簡素化について 木造・稲垣一般廃棄物最終処分場
　木造地区の方が木造・稲垣一般廃棄物最終処分場へ燃やせないごみを直接搬入する場合、これまでは市役所
環境衛生課窓口で受け付けしてから処分場へ搬入していただいておりましたが、 4月 1日からは処分場で受け
付けするように変更いたします。
　なお、ごみの種類によっては搬入を
お断りする場合もありますので施設係
員の指示に従ってください。

【問い合わせ先】市役所環境衛生課　電話42－2111（内線283）
　　　　　　　 木造・稲垣一般廃棄物最終処分場　電話45－3086

平成27年 3 月31日まで

⇨
平成27年 4 月 1 日から

① 市役所環境衛生課で受
け付け

① 処分場管理棟窓口
で受け付け

②処分場へ搬入 ②処分場へ搬入
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